
道路支障木伐採作業報償費制度について  

                          三次市  建設部  土木課  

 

 平成２８年度から新たに『道路支障木伐採作業報償費制度』を創設しました。この

制度は，市道や三次市が管理する県道の交通の支障となっている樹木・竹林の伐採を

地域住民の話し合いのもと作業を実施していただいた場合に報償費をお支払するもの

です。  

 

１．支払い対象となる作業  

  次の①から③までの条件全てを満たすものを支払い対象とします。  

  ①樹木・竹林のうち交通の支障となっている部分の伐採作業  

  ②地域内の話し合いにより行われた作業  

  ③道路区域に生えている樹木・竹林の伐採作業  

 

２．報償費支払基準  

  伐採作業の支払基準は次の表によります。  

  種   別  単   価  説   明  

作業員  ５００円 /人  伐採作業員・運搬作業員  

トラック  ２，１００円 /台  運搬車輌  

高所作業車  １８，０００円 /台  高所作業が可能な車両  

チェンソー  １，３３０円 /台   

調整事務費  

（作業員 5 人未満）  

（作業員 20 人未満） 

（作業員 20 人以上） 

 

５，０００円 /日  

１０，０００円 /日  

２０，０００円 /日  

 

会議費・連絡費・その他

経費  

※作業中の事故に備えた保険については年度当初に三次市が全市分を

まとめて加入しています。  

 



３．注意事項  

①  山林の樹木・竹林は土地の従物であり，所有権者に帰属する財産です。こ

のため，原則として所有者の責任で支障となる樹木・竹林の伐採等をお願い

します。  

この制度は所有者が不明であるもの又は何らかの理由で所有者が伐採で

きない場合に，例外的に地域で話し合いのうえ，所有者又は管理者の承諾が

得られたものを対象とするものです。（緊急的に伐採を要する場合には道路

管理者として三次市が伐採に当たります。）  

  ②  作業計画を提出していないものは報償費の支給対象外となります。  

  ③  実施状況を確認する必要があるため，作業完了後速やかに報告書をご提出

ください。なお，実施状況が確認できない場合には報償費の支払いができな

い場合があります。  

 

４．申請手続き書類  

  申請は次の書類を提出してください。  

①支障木伐採作業実施計画書・・・作業日時，作業場所，作業内容等を記載  

②報償費計算書（作業員分）・・・作業に従事する人の名前と住所を記載  

③報償費計算書（作業器具分）・・・各作業機械・器具の使用台数等を記載  

④位置図・・・作業範囲が分かるものを提出  

⑤現況写真・・・作業前の写真を提出  

⑥立木伐採承諾書・・・所有者等から伐採の承諾をもらったもの  

 

５．作業完了後提出書類  

  作業完了後は次の書類を提出してください。  

  ①作業完了報告書  

  ②報償費請求書  

  ③作業員集合写真，作業器具写真・・・作業員と作業器具が確認できるもの  

 



立木伐採承諾書  

 

＜伐採ができない理由＞  

 

 

 

上記の理由から，私が所有する土地の立木について伐採することを承諾し

ます。  

なお，伐採された立木等については一切の権利を放棄します。  

 

令和   年   月   日  

  住所  

 連絡先  

 氏名  ㊞  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



道路支障木伐採作業報償費制度実施計画書  

 

令和   年   月   日  

 

三  次  市  長   様  

 

団 体 名 ：            

代 表 者 名 ：          ㊞  

代表者住所：            

連 絡 先 ：            

 

作業日程  令和   年   月   日～令和   年   月   日  

作業路線  

①市道・県道           線  

②市道・県道           線  

③市道・県道           線  

作業人員  作業員        人  

作業内容  伐採  ・  枝落とし  ・  倒木処理  

作業区間            ㎞  

備   考   

 

添付書類：報償費計算書（作業員分），報償費計算書（作業器具分），位置図，  

現況写真，立木伐採承諾書  

 

 

 



報償費計算書＜作業員分＞  

№  氏   名  住    所  備   考  

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    

16    

17    

18    

19    

20    

①作業員報償額  １日当たり       人×５００円＝       円  

 

 

 



報償費計算書＜作業器具分＞  

作業機械種類  使    用    台    数  

トラック               台  

高所作業車               台  

チェンソー               台  

②作業器具報償額  

トラック      台× ２，１００円＝  

高所作業車     台×１８，０００円＝  

チェンソー     台× １，３３０円＝  

１日当たり合計＝         円  

 

③調整事務費  

作業員       人  

作業員  ５人未満    ５，０００円 /日  

作業員２０人未満   １０，０００円 /日  

作業員２０人以上   ２０，０００円 /日  

調整事務費＝        円  

 

 

報償費  

支払額  

（①作業員分＋  ②作業器具分＋  ③調整事務費）× 日数     

（      円＋        円＋       円）×  日＝     円  

※①，②，③は計算書の記入額を表します。  

 

 

 

 



作業完了報告書  

令和   年   月   日  

 

三  次  市  長   様  

 

団 体 名 ：             

代 表 者 名 ：           ㊞  

代表者住所：             

連 絡 先 ：             

 

次のとおり作業を完了したので報告します。  

作業実施日程  令和   年   月   日～令和   年   月   日  

作業実施路線  

①市道・県道           線  

②市道・県道           線  

③市道・県道           線  

作業参加人員  作業員        人  

作業実施内容  伐採  ・  枝落とし  ・  倒木処理  

作業実施区間            ㎞  

備   考   

 

添付書類：作業参加者の写真，作業器具の写真  

 

 

 

 



請   求   書  

 

\             

（ただし，令和   年   月   日実施の道路支障木伐採作業報償費として）  

 

令和   年   月   日  

 

三  次  市  長   様  

 

                   ＜請求者＞  

団 体 名 ：            

代 表 者 名 ：          ㊞  

代表者住所：            

連 絡 先 ：            

 

 

 

 

振込口座  

金

融

機

関  

金融機関名称  

 
口座  

種別  
口座番号  

支店等名称  

 普通  

総合  

当座貯蓄  

       

ゆうちょ銀行  
通帳  

記号  
     

通帳  

番号  
       

口

座

名

義  

フリガナ   

名称  

 

 


